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行 政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例施行規則及び石川県住民基 本台帳 法施行

条 例に基づく知事保存本人確認情報の提供の方法等を定める規則の一 部 を改正する規則をここに公布する。

平 成三 十 年十月二 日

石 川県知事谷 本 正

石 川県規則第三十九号

行 政手続における特定の個人を識別するための番号 の利 用等 に 関 する条例施行規則及び石川県住民基 本

台 帳法施行条例に基づく知事保存本人確認情報の提供の方法等を定める規則の一 部 を改正する規則

( 行政手続における特定の個人を識別するための番号 の利用等に関 する条例施行規則の一 部 改正)

第 一 条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例施行規則(平成二 十 七年石川 県 規

則 第 三 十八号) の 一 部 を次のように改正する。

第 二条に次の一 項 を加える。

3 条 例別表第一 の 三 の 項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。

一 高 等学校等を退学し、 再 び高等学校 等(特別支援学校の高 等部を除く。以 下同じ。 ) に入学 し た生徒又は学

生 に対する支援金(授 業 料 に係るものに限る。 以 下 「 高等学校等学び直し支援金」という。) の受 給資格の認

定 の申請 の受理、 その申請 に係る事実についての審査又はその申請に対 する応答に関する事 務

二 高 等学校等学び直し支援金の支給に関する生徒若しくは学生又はその保 護者等(高 等学校等就学支援金の支

給 に関する法律(平成二十二 年 法律第十八号)第三 条 第二項第三 号 に規定する保護者等をいう。以下同じ。)

の 収入の状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

三 高 等学校等に在学する生徒又は学生の保護者等に対する支援金(授業料に係るものを除く。)の支給の申請

の 受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第 三条中「別表第二 」 を「別表第二の一 の 項」に改め、同条に次の一 項 を加える。

2 条 例別表 第二の二 の 項の規則で定める事務は、前条第三 項 各号に掲げる事務とし、同表の規則で定める情報は、

当 該各号に規定する申 請又は届出を行う者に係る生活保護実 施 関係情報とする。

第 三条の次に次の一 条 を加える。

( 条例別表第三 の規則 で定める事 務及び情報)

第 四 条条例別表 第三 の 一 の 項の規則で定める事務は、第二条第二 項 に規定する事務とし 、同表の規則で定める情

報 は、同項に規定する資料の提出を行う者に係る生活保護実施関係情報とする。

2 条 例別表 第三 の 二 の 項の規則で定める事務は、第二条第三 項 各号に掲げる事務とし、同表の規則で定める情報

は 、当該各号に規定する申請又は届出を行う者に係る生活保護実施関係情報とする。

( 石川県住民基本台帳法施行条例に基づく知事 保存本人確認情報の提供の方法等を定 める規則の一 部 改正)

第 二条石川県住民基本台帳法施行条例に基づく知事保存本人確認情報の提供の方法等を定める規則(平成二十年石
p。
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川 県規則第 七号) の 一 部 を次のように改正する。

第 三条に次の一 項 を加える。

日 条 例別 表 第 一 第 十五号の規則 で定める事 務は、 次のとおりとする。

一 高 等学校等を退学し、 再び高 等学校等(特別 支援学 校の高等部を除く。第三号及び次条第四 項 第三号におい

て 同じ。)に入学した生徒又は学生に対する支援金(授業料に係るものに限る。 以 下「高等学校等学び直し支

援 金」という。 ) の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する

応 答

二 高 等学校等学び直し支援金の支給に関する生徒若しくは学生又はその保護者等(高等学校等就学支援金の支

給 に関する法律(平成二 十 二 年 法律第十八号)第三 条 第二 項第三 号 に規定する保護者等をいう。以下同じ。)

の 収入の状況の届出の受理、その届出に係る事実 に ついての審査又はその届出に対する応答

三 高 等学校等に在学する生徒又は学生の保護者等に対する支援金(授業料に係るものを除く。) の支 給の申請

の 受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

第 四条中第四項を第五項とし、 第 三項の次に次の一 項 を加える。

4 条 例別 表 第 二 の 四の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

一 高 等学校等学び直し 支 援金の受給資格の認定の申請の受理、 その申請に係る事 実についての審査又はその申

請 に対する応答

二 高 等学校等学び直し支援金の支給に関する生徒若しくは学生又はその保護者等の収入の状況の届出の受理、

そ の届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

三 高 等学校 等に在学 す る生徒又は学生の保護者等に対する支援金(授業料に係るものを除く。 ) の支給の申請

の 受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

附 則

こ の規則は、平成三 十 一年四月一 日 から施行する。

本 社機能立地促進のための県税の課税の特例に関する条例施行規則の一 部 を改正する規則をここに公布する。

平 成三 十 年十月二 日

石 川 県 知事 本谷 正 憲

石 川県規則第四十号

本 社機能立地促進のための県税の課税の特例に関する条例施行規則の一 部 を改正する規則

本 社機能立地促進のための県税の課税の特例に関する条例施行規則(平成二 十 七年石川県規則第三 十 三 号 )の一 部

を 次のように改正する。

第 二 条 第 一 一 項 中 「条例 第 二 条 」を「条例第二 条 第 一 号 」に改める。

第 三 条 の見出しを「 ( 課税免除又は不均一 課 税の申請ごに改め、同条各号列記以外の部分中「不 均 一 課 税」を「 課

税 免除又は不均一 課 税」に改め、同条第一 号 中「法人事業税不均一 課 税申請書 」 を 「 法 人事業税課税免除申請書」 に

改 め、同条第二 号 中「個人事業税不均一 課 税申請書 」 を 「 個 人事業税課税免除申請書」に改め、同条第三 号 中「不動

産 取得税不均一 課 税申請書」を「 不 動産 取 得税課税免除・不均一 課 税申請書 」 に 改める。

第 四条の見出 しを「 ( 課税免除又は不均一 課 税の取消しごに改め、同条中「不 均 一 課 税を」を「 課 税の免除又は不

均 一 課 税を」に、「不 均 一 課 税取消通知書」 を 「 課 税免除・不均一 課 税取消通知書」 に 改める。

別 記様式 第 一 号 ( 表)中「 務〉制糠薄利S l雑 書丑部嚇」を「跨〉制糠謡難薄険悪岳部嚇」に、「獄N h m」 を「瀦
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N 山 が潤H h叩 」に、一 九 )判芯| 難 語」を「3 難 語気)治事」に に 改める。

に 改める。

別 記 様式第三 号 ( 表)中「 品 川豊岡郊諭器対湿| 難 詰丑部嚇」を「品川豊岡罰論議難詰凶悪・ 剖 芯| 難 詰丑部嚇」に、

「鴻 ω 冷 3 」 を「瀦N ゆ 浦N h叩 ・ 浦 ω 粉 、)」に、「3 ギパ S l 雑 草」を「δ 難 語 3 治 事 ・ ぷ 川喜 l 難 語」に改める。

別 記様式第 四 号 中「判芯l 雑 誌週刊正副首嚇」を「鶏善治事・ 対 芯l 難 普 週五節吉嚇 」に、 「 什討。ぷ八H al難 書」を

「 什 討。盟書3 由 一 務 ・ 判 芯 l 難 詰」に、

尚 一 綴 品川ゆミー 汁 ψ ~川 斗 向日語甜

ぷ パ芯| 難 語品川週三恐「汁普甜を

「
「 凶 一 野 ・ぷパ芯l 油 器ゆ週三恐「汁器強一に改める。

附 則

( 施 行 期 日)

1 こ の規則は、公布の日から施行する。

(経 過 措 置)

2 改 正 後の本社機能立地促進のための県税の課税の特例に関する条例施行規則 の規定 は、 平 成三十年六月一 日 以後

に 新設され、又は増設される施設又は設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された施設又は設備につ

い ては、なお従前の例による。

3 改正 前 の 本 社機能立地促進のための県税の課税の特例に関する条例施行 規 則 の規定 に基づいて作成した用紙は、

な お当 分 の問、所要の調整をして使用することができる。
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